
　 水質検査は、水道基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、
水道水の水質管理において中核をなすものです。
  水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定
めたものです。

[水質検査計画の内容]

１．基本方針

２．水道事業のあらまし

３．原水及び水道水の状況

４．検査項目及び頻度

５．水質検査地点

６．臨時の水質検査

７．水質検査の方法

８．水質検査計画及び結果の公表方法

９．水質検査の頻度と信頼性保証

10．関係者との連携

壬生町水道事業

令和　５（２０２３）年度水質検査計画



  １．基本方針
  （１）　水質検査は、給水栓（蛇口）、配水場の入口（原水）及び配水場出口（浄水）で行います。
  （２）　検査項目は、水道法で義務づけられている「水質基準項目」、検査計画に位置づけることが望ましい
　　   とされている「水質管理目標設定項目」、及びお客様に供給されている水道水がより安全で良質であ
       ることを保証する為に壬生町が「独自に行う水質項目」とします。
　　　  　尚、水質管理上必要である原水についても実施します。
  （３）　検査頻度は、検査項目のこれまでの検出状況などを考慮して定めます。
  （４）　水質検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。

  ２．水道事業のあらまし
　　  給水状況は表１のとおりです。
　　  配水施設状況は表２のとおりです。

区分

給水区域

給水人口

普及率

給水戸数

現在配水能力

一日最大配水量

一日平均配水量

表２　　配水施設状況
所在地

水源

配水池容量

配水方法

現在配水能力(㎥）

  ３．原水及び水道水の状況
　　  水道の原水（水源の水）の状況として、水質管理上留意すべき項目を示しました。
  （１）原水状況

全水源

  （２）水道水状況
　　  水道水は、水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしております。

  ４．検査項目及び頻度
  （１）法令に基づく検査項目と頻度
　  （１）　表１のうち[№１．２．１１．３８．４６～５１]の１０項目の検査を、配水区ごとに１ヶ月に１回行います。
　  （２）（１）の検査に加えて、無機物質(№９．１０．１３)、一般有機化学物質(№１５)、消毒副生成物(№２１～３１)、
　　　　色（№３３）、発砲(№４４)、の２７項目検査を、配水区ごとに年４回行います。
　  （３）表①の５１項目検査を、配水区ごとに年１回行います。
　　    ただし、原水の水質等に変動による汚染のおそれが少ないと認められたときは、過去３年間の検査結果が
        基準値の1/5以下であるときはおおむね１年に１回以上、過去３年間の検査結果が基準値の1/10以下で
　　　  あるときは、おおむね３年に１回以上の検査を行います。
　  （４）表②の[№４８．４９．５０．５１]の４項目と消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査を１日１回行います。

  （２）本町が独自に行う検査項目と頻度
　  （１）原水の検査
　　  ・　省略不可９項目と硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査を、全ての水源について年５回行います。
　　  ・　表①のうち[消毒副生成物（№２１～３１)]  [基礎的性状（№４８）]を除く３９項目の検査を、すべての
　　  水源について年１回行います。
　　  ・　表④の独自の検査項目及び検査の頻度ですべての水源(原水）について大腸菌又は、嫌気性芽砲菌を
　　  年６回×井戸数１３箇所行いまして検出された場合は浄水又は原水で行います。
　  （２）水質管理目標設定項目の検査
　　  ・　表③の水質管理目標設定項目の検査を配水区ごとに年１回行います。
　  （３）浄水の検査
　　  ・ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査を、配水区ごとに１ヶ月に１回行います。

留意すべき項目
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

大腸菌・嫌気性芽砲菌(クリプトスポリジウム、ジアルジア)

農薬類

１０，０００㎥ ４，４００㎥ ５，０００㎥

原水の汚染要因
窒素肥料、腐敗した動植物などに含まれる窒素化合物

畜舎排水

農薬散布

使用薬品 次亜塩素酸ソーダ１２％
(品質特級　食塩分１％以下)

次亜塩素酸ソーダ１２％
(品質特級　食塩分１％以下)

次亜塩素酸ソーダ１２％
(品質特級　食塩分１％以下)

圧　送 圧　送 圧　送

地下水（７ヶ所） 地下水（３ヶ所） 地下水（３ヶ所）

２，０００㎥×２池 ４，０００㎥×１池 ８００㎥×１池

北部配水場 中央配水場 南部配水場

緑町４－６－４ 助谷１１８０－４ 壬生甲１１５７

１２，１２０（㎥）

表１　　給水状況　（令和　５(２０２３)年３月３１日現在）
内容

壬生町内

３７，９９０（人）

９８．７４（％）

１４，５６０（戸）

１９，４００（㎥／日）

１３，２３６（㎥）



表①水質基準項目の検査頻度

２７項目 ５１項目 ３９項目

(mg/L) 浄水 原水 浄水 浄水 原水

1  一般細菌 100個/ml以下 69 65 12 3 13

2  大腸菌 不検出 69 65 12 3 13

3  カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 － － － 3 13

4  水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 － － － 3 13

5  セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 － － － 3 13

6  鉛及びその化合部 0.01mg/L以下 － － － 3 13

7  ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 － － － 3 13

8  六価クロム化合物 0.02mg/L以下 － － － 3 13

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 － － 12 3 13

10  シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 － － 12 3 13

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 69 65 12 3 13

12  フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 － － － 3 13

13  ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 － － 12 3 13

14  四塩化炭素 0.002mg/L以下 － － － 3 13

15  1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 － － 12 3 13

16  ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 － － － 3 13

17  ジクロロメタン 0.02mg/L以下 － － － 3 13

18  テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 － － － 3 13

19  トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 － － － 3 13

20  ベンゼン 0.01mg/L以下 － － － 3 13

21  塩素酸 0.6mg/L以下 － － 12 3 －

22  クロロ酢酸 0.02mg/L以下 － － 12 3 －

23  クロロホルム 0.06mg/L以下 － － 12 3 －

24  ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 － － 12 3 －

25  ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 － － 12 3 －

26  臭素酸 0.01mg/L以下 － － 12 3 －

27  総トリハロメタン 0.1mg/L以下 － － 12 3 －

28  トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 － － 12 3 －

29  ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 － － 12 3 －

30  ブロモホルム 0.09mg/L以下 － － 12 3 －

31  ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 － － 12 3 －

32  亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 － － － 3 13

33  アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 － － 12 3 13

34  鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 － － － 3 13

35  銅及びその化合物 1.0mg/L以下 － － － 3 13

36  ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 － － － 3 13 味

37  マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 － － － 3 13 着色

38  塩化物イオン 200mg/L以下 69 65 12 3 13

39  カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下 － － － 3 13

40  蒸発残留物 500mg/L以下 － － － 3 13

41  陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 － － － 3 13 発砲

42  ジェオスミン 0.00001mg/L以下 － － － 3 13

43  2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 － － － 3 13

44  非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 － － 12 3 13 発砲

45  フェノール類 0.005mg/L以下 － － － 3 13 臭気

46  有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L以下 69 65 12 3 13 味

47  pＨ値 5.8以上8.6以下  69 65 12 3 13

48  味 異常でないこと 69 65 12 3 －

49  臭気 異常でないこと 69 65 12 3 13

50  色度 5度以下 69 65 12 3 13

51  濁度 ２度以下 69 65 12 3 13

※備考　①　－は、検査を行いません。　　②　検査計画頻度の１０項目とは、省略不可９項目と硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査です。
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検査計画頻度（回/年）



表②１日１回行う水質検査（浄水）

検査計画頻度

（回/年）

1 消毒の残留効果（遊離残留塩素） 0.1mg/L以上 366 ＤＰＤ粉末試薬・簡易型測定器使用

2 色 異常なし 366 目視にて色がないこと

3 濁り 異常なし 366 目視にて濁り及び異物の混入がないこと

4 臭気 異常なし 366 実際に嗅いで臭わないこと

5 味 異常なし 366 実際に飲んで異常がないこと

表③水質管理目標設定項目の検査頻度

浄水 原水

(mg/L) 蛇口 水源

1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 浄水 3 －

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定) 浄水 3 －

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 浄水 3 －

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 浄水 3 －

8 トルエン 0.4mg/L以下 浄水 3 －

9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下 浄水 3 －

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 浄水 3 － 消毒副生成物

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 浄水 3 － 消毒剤

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) 浄水 3 －

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 浄水 3 －

15 農薬類 1以下※1 原水 － 3 農薬

16 残留塩素 1mg/L以下 浄水 3 － 臭気

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度) 10mg/L～100mg/L 浄水 3 － 味

18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 浄水 3 － 着色

19 遊離炭酸 20mg/L以下 浄水 3 － 味

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 浄水 3 － 臭気

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 浄水 3 － 一般有機物

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 浄水 3 － 味

23 臭気強度（ＴＯＮ) 3以下 浄水 3 － 臭気

24 蒸発残留物 30mg/L～200mg/L 浄水 3 － 味

25 濁度 1度以下 浄水 3 －

26 pＨ値 7.5程度 浄水 3 －

27 腐食性（ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力０に近づける 浄水 3 － 腐食

28 従属栄養細菌検査 2,000個/mL以下（暫定） 浄水 3 － 消毒の効果

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 浄水 3 － 一般有機物

30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 浄水 3 － 着色

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＥＯＳ)及び
ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）

0.00005mg/L以下(暫定) 浄水 3 － 一般有機物

備考 ①農薬類の項目は壬生町での使用量から選定した約１０種類程度の農薬について検査を行います。

②　農薬類の目標値は、各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位ではありません。

③　－は、検査を行いません。

表④独自の項目及び検査の頻度

給水栓 浄水 原水

1 大腸菌 － － 78

2 嫌気性芽胞菌 － － 78

3 クリプトスポリジウム、ジアルジア － ※ ※

一般有機物

消毒副
生成物

基礎的性状

「原水」 ２ヶ月に１回監視の為
に行います。

※クリプトスポリジウム、ジアルジアの検査は、原水検査で大腸菌又は、嫌気性芽砲菌が検出された場合は浄水又は原水で行います。

項目
測定頻度（回/年） 設定理由

項目
№

１日１回行う検査項目名 基準値 検査方法

項目
№

水質管理目標設定項目
基準値

採取種別

検査計画頻度（回/年）

備考

無機物
・

無金属



５．水質検査地点
配水区 毎日検査 １０項目検査 ２７項目検査 ５１項目検査

助谷 中央配水場 〇 〇

七ツ石 ㈱江田創設 〇 〇 〇

羽生田 壬生町立羽生田小学校 〇 〇 〇

上田 たちばな幼稚園 〇 〇 〇 〇

国谷 壬生総合公園 〇 〇 〇

安塚 やすづか幼稚園 〇 〇 〇

緑町 北部配水場 〇 〇

安塚 森の子保育園 〇 〇 〇

壬生甲 壬生町東雲公園 〇 〇 〇 〇

藤井 デイサービスセンター あいの杜 ひだまり 〇 〇 〇

藤井 壬生町立藤井小学校 〇 〇 〇

藤井 ㈱北研 きのこ種菌工場 〇 〇 〇

壬生甲 南部配水場 〇 〇

壬生甲 壬生町立壬生中学校 〇 〇 〇 〇

上稲葉 壬生町立稲葉小学校 〇 〇 〇

６．臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

①水源の水質が著しく悪化したとき

②水源に異常があったとき

③水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき

④浄水過程に異常があったとき

⑤配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき

７．水質検査の方法

（１） 毎日検査は、給水区域内の１２箇所の給水栓（３）及び配水管末（９）にて採水し、水質検査行います。

      また、各配水施設の出口でも検査を行います。

（２） 原水及び給水栓の水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。

      水質検査方法は、水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日　厚生労働省令第１０１号）に基づき告示され

       た「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」　（平成１５年７月２２日　厚生労働省告示

      第２６１号）により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法（日本水道協会編）などにより行います。

（３） 臨時の水質検査についても厚生労働省登録検査機関に委託して行います。

８．水質検査計画及び結果の公表方法

安全でおいしい水を供給するために、水質検査計画と検査結果を、水道課に備え閲覧により公表します。

９．水質検査の精度と信頼性保証

委託検査機関に対し、定期的に制度管理実施状況（内部制度管理・外部制度管理）の報告を求め、検査の精度と

信頼性を確認します。

１０．関係者との連携

水道の水質管理を万全にし、水道水の安全性を確保するために、県や近隣市町の水道事業関連部局との連携・

情報交換を図り水質保全に努めます。また、水質汚染事故に素早く的確に対応できるよう、水質検査委託機関

との連携に努めます。

この水質検査計画についてのお客様のご意見をお寄せください。

お客さまからのご意見は、今後の水質検査計画作成にあたり参考とさせていただきます。

♦問い合わせ先　壬生町建設部水道課

〒３２１－０２９２　壬生町大字壬生甲３８４１番地１

TEL　０２８２－８２－２２６０　　FAX　０２８２－８２－７７０８

ホームページアドレス　http://www.town.mibu.tochigi.jp
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